
参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、１年につき定める

時間を超えない範囲内で取得できることとされた部分休業に関し、当該時間そ

の他必要な事項を定めること等のため、この条例を制定するものである。 

議案第９６号 

 

川崎市職員退職年金条例等を廃止する条例の制定について 

 

川崎市職員退職年金条例等を廃止する条例を次のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ６ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市職員退職年金条例等を廃止する条例 

 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 川崎市職員退職年金条例（昭和２９年川崎市条例第３９号） 

 ⑵ 昭和２３年６月３０日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の

年額改定に関する条例（昭和３１年川崎市条例第２３号） 

 ⑶ 昭和２８年１２月３１日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料

の年額改定に関する条例（昭和３３年川崎市条例第２０号） 

 ⑷ 平成元年４月分から同年７月分までの遺族年金に係る加算の年額等の特

例に関する条例（平成２年川崎市条例第３号） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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